経常共同企業体の電子入札システムの利用について

1． 電子入札システムの利用

経常共同企業体（以下、経常JV）においてもICカードを使用して、電子入札を行ってください。

2． ICカードの取得

現在、加賀市に登録してある各会社のICカードが使用できませんので、新たにICカードを取得してください

3． ICカードの名義

代表業者名義にしてください。また、別紙の委任状を提出してください。

4． 電子入札システムで使用する利用者番号・パスワード

電子入札システムを使用するために利用者登録をするために利用者番号・パスワードが必要となります。その利用者番号・パスワードは加賀市の方で登録します。利用者番号・パスワードは新たな経常JVが結成されたときにこちらから通知をします。各会社のパスワードと違い経常JVのパスワードは変更ができません。

5． 電子入札システムの利用者登録の方法

個々の会社で利用者登録をされたことがある方は経常JVでも同じ方法となります。利用者登録の方法を忘れた方はご連絡ください。

6． 利用者登録の時期

電子入札システムへの利用者登録は利用者番号・パスワードの通知があり、ICカードを取得し、パソコンなどの環境設定が整えばすぐに可能となります。

委　任　状

共同企業体名

　構成員　　　　　　　　　　　　　　は、代表者　　　　　　　　　　

に入札に関する一切の権限を委任し、代表者のICカードにより入札に参加いたします。

なお、共同企業の協定内容については別途、「共同企業体協定書」に定めます。

委任期間　　　令和　　年　　月　　日から令和　　年　　月　　日まで

（あて先）　加賀市長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日

　　　　　　　　　　　　　　代表者　住　　　　所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　商号又は名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者名　　　　　　　　　　　　　　　　印

　　　　　　　　　　　　　　構成員　住　　　　所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　商号又は名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者名　　　　　　　　　　　　　　　　印

　　　　　　　　　　　　　　構成員　住　　　　所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　商号又は名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者名　　　　　　　　　　　　　　　　印

